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タイ関税局より「関税一括追加納

付プログラム」の延長が発表。
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2019年6月7日に、タイ関税局より、「関税一括追加納

付プログラム」の延長が発表されました。タイ関税局

は、本プログラムが初年度に実業界より大きな関心

が寄せられた事を受け、プログラムの終了期間を

2019年5月15日から2020年4月30日まで延長しまし

た。 

本プログラムの概要は、以下のとおりです。 
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概要 
 

本プログラムについては、「PwC Tax insight (No.6 / 2018) 「「関税一括追加納付プログラム」の開始」の冒頭で述べら

れている通り、輸出入を行う企業による関税規則不履行に対し、自主的な開示を促すことを目的としています。昨年度

のプログラムの条件や恩恵に、変更はありません。 

 

ただし、密輸、故意の関税回避、輸出入ライセンスの不備、知的財産侵害に関する自主開示はプログラムの対象となり

ません。また、現在、関税局、特別調査部（DSI）、経済犯罪捜査局（ECD）の調査を受けている企業や係争中の案件を

有する企業はプログラムに参加することはできません。 

 

なお、プログラムへの参加は、事前に社内でコンプライアンス状況を確認し、慎重に検討されることをお勧めいたします。

必要であれば、PwC関税チームでもサポートいたしますので、お気軽にお問合せください。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。
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